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旭川⾚⼗字⾎液センターの移動献⾎⾞が来町します。 
 病気やケガなどで輸⾎を必要としている患者さんの尊い⽣命を救うため、皆様のご理解とご
協⼒をお願いします。 

※体調の悪い⽅の献⾎はご遠慮いただくようお願い申し上げます。 
 
■⽇  時 令和４年１⽉２５⽇（⽕） 午後１時３０分〜午後４時３０分 
 
■実施場所 ①まちなかほっとタウン  午後１時３０分〜午後２時１５分 
      ②沼⽥町役場       午後２時２５分〜午後４時３０分 
 
      ※和⾵園での献⾎は今回中⽌となりました。 
 
■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

キップ・定期券は、 
ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください 

祝祭日を除く月～金の 7:20～13:40 で販売中です。 
※不在となる場合もございますので、ご確認願います。  
■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０ 

移動献血車が来町します！！ 

令和３年分の確定申告が始まります 

北海道の最低賃金について 

北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイトの⽅、学⽣さんなど
働くすべての⼈）及びその使⽤者に適⽤される北海道最低賃⾦が次のとおり改定されましたの
でお知らせします。  

最低賃⾦額 時間額 ８８９円 
効⼒発⽣年⽉⽇ 令和３年１０⽉１⽇ 
 

○最低賃⾦には、精皆勤⼿当、通勤⼿当、家族⼿当、臨時に⽀払われる 
賃⾦及び時間外等割増賃⾦は算⼊されません。 

 
○特定の産業（「処理⽜乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電⼦部品・デバ

イス・電⼦回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブ
ロック製造業」）で働く⽅には、北海道の特定（産業別）最低賃⾦が適⽤されます。 

 
■お問合せ 厚⽣労働省北海道労働局 滝川労働基準監督署 ☎０１２５－２４－７３６１

令和３年分の所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地⽅消費税（個⼈事業者）の確定
申告の相談及び申告書の受付が２⽉ 16 ⽇（⽔）から始まります。 
 

申告書の提出期限は、令和３年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税については３⽉
１５⽇（⽕）迄、消費税及び地⽅消費税（個⼈事業者）については３⽉３１⽇（⽊）迄です。 

なお、国税庁ホームページでは、パソコン・スマートフォンなどから所得税・消費税・贈与
税の申告書を作成し、e-Tax（電⼦申告）⼜は印刷して郵送で提出することができます。新型
コロナウイルス感染防⽌の観点から、是⾮、ご⾃宅での申告書の作成・提出をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ※ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。 
 
■お問合せ 住⺠⽣活課 税務グループ     ☎３５－２１１５ 

深川税務署 深川市４条１５番３号 ☎２３－２１９１

■郵送により提出される場合 
封筒に事業所個別郵便番号（〒０７８－８５０７）を必ず記載し、「札幌国税局業務

センター旭川分室」宛に送付してください。（住所の記載は不要です） 
申告書には、申告書ご本⼈や扶養親族の⽅などのマイナンバーの記載と申告者の本⼈

確認書類の提⽰⼜は写しの添付が必要です。 
※深川税務署の閉庁⽇（⼟・⽇曜⽇・祝⽇等）は、申告相談及び申告書の受付は⾏って

おりませんので、ご注意ください。 

■医療費控除を受ける場合 
令和２年分の所得税の確定申告から、医療費の領収書を添付⼜は提⽰では、医療費控除

を受けることができなくなりました。 
  令和２年分以降の所得税の確定申告において医療費控除を受けるためには、「医療を受

けた⽅の⽒名」、「病院・薬局の名称」ごとに、申告する年分中に⽀払った医療費を合計
した「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。（保険者から交付を受けた医療費
通知【「医療費のお知らせ」など】を添付すると、明細の記⼊を省略することができます。）
 なお、医療費の領収書は、５年間保存する必要があり、税務署から求められたときに
は、提⽰⼜は提出をしなければなりません。 



 
 
 
 

降雪・積雪による事故や被害を未然に防ぐため、次の事項に注意するよう⼼がけましょう。
 

■屋根の雪下しをする際は︕ 
（１）複数で実施︕   ⇒ １⼈で⾏う場合は家族や近所の⽅に必ず声をかけましょう。 
（２）すべり⽌め︕   ⇒ 靴やはしごにすべり⽌めをつける等の⼯夫をしましょう。 
（３）命綱をつけて︕   ⇒ ⾯倒でも、転落防⽌のために専⽤の命綱をつけましょう。 
（４）周囲も確認︕   ⇒ 下を歩く通⾏⼈や⼦供などに注意しましょう。 
（５）油断は禁物︕   ⇒ 低い屋根でも油断せず、建物の周りに雪を残して雪下ろしを

しましょう。 
（６）晴れの⽇ほど注意︕⇒ 屋根の雪がゆるんでいるので注意しましょう。 
（７）携帯電話を持参︕ ⇒ 万⼀に備え、作業のときは携帯電話を持参しましょう。 
■除雪機を使⽤する際は︕ 
（１）服装に注意︕   ⇒ 機械に巻き込まれないように注意しましょう。 
（２）エンジンに注意︕ ⇒ 雪詰まり時などは、必ずエンジンを停⽌してから 

取り除きましょう。 
（３）周囲も確認︕   ⇒ 通⾏⼈や⾞など、周囲を確認して⾏いましょう。 
（４）こまめなお⼿⼊れ︕⇒ 除雪道具はこまめに⼿⼊れ、点検をしましょう。 
■気を付けて︕冬道運転 
 雪道はすべりやすくなります。運転には次のことを⼼がけましょう。 
（１）夏場より減速︕  ⇒ 夏場に⽐べて１０キロ以上スピードダウンを。 
（２）⾞間距離を⼗分に︕⇒ ⾛⾏中は⼗分な⾞間距離を。 
（３）追い越し注意︕  ⇒ 無理な追い越しは絶対しない︕ 
（４）「急」はダメ︕  ⇒ 急加速・急ハンドル・急ブレーキなど、「急」の付く操作は 

危険です。 
※暴⾵雪などが予想されるときは、外出をひかえましょう。また、普段からテレビなどで 

天気予報のチェックをしておきましょう。 
■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪による事故・被害に注意しましょう 

我が国固有の領⼟である⻭舞群島、⾊丹島、国後島及び択捉島の北⽅四島の早期返還実現に
向け、毎年２⽉７⽇の「北⽅領⼟の⽇」を中⼼に、１⽉２１⽇から２⽉２０⽇を「北⽅領⼟の
⽇」特別啓発期間として、全道各地で署名活動などが⾏われます。 

本町でも１⽉２１⽇から２⽉２０⽇の期間中、健康福祉総合センター 
「ふれあい」１階ラウンジ・暮らしの安⼼センターにおいて、北⽅領⼟ 
返還要求の署名コーナーを設置しますので、署名にご協⼒下さいますよ 
うお願いします。 
 
■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

 
沼⽥町では求職者と求⼈者をつなぐために、無料職業紹介所 

「ぬまわーくサポートデスク」を開設しています。 
 
ぬまわーくサポートデスク https://numasapo-desk.com/ 

■お問合せ 産業創出課 ☎３５-２１５５ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆１⽉２３⽇（⽇） 
内科・外科系…深川市⽴病院〔担当医︓津⽥こどもクリニック 院⻑ 津⽥ 尚也〕  

☎２２－１１０１ 
  ⻭  科  系…杉澤⻭科クリニック（妹背⽜町）   ☎３２－２８３２ 
 
◆１⽉３０⽇（⽇） 

内科・外科系…深川市⽴病院            ☎２２－１１０１ 
  ⻭  科  系…Ｅデンタルクリニック（滝川市）   ☎０１２５－２４－９４６９ 
 
◆２⽉ ６⽇（⽇） 

内科・外科系…深川市⽴病院〔担当医︓津⽥こどもクリニック 院⻑ 津⽥ 尚也〕  
☎２２－１１０１ 

⻭  科  系…⾚平ファミリー⻭科クリニック（⾚平市） 
☎０１２５－３２－４８８４ 

◆２⽉１１⽇（祝⽇・⾦） 
内科・外科系…深川第⼀病院            ☎２３－３５１１ 
⻭  科  系…⽊村きよし⻭科（深川市）      ☎２３－３８８６ 

 
◆２⽉１３⽇（⽇） 

内科・外科系…深川市⽴病院            ☎２２－１１０１ 
⻭  科  系…多⽐良⻭科医院（砂川市）      ☎０１２５－５４－３５１０ 

北方領土返還要求

運動のシンボルの

花「千島桜」 

１⽉２０⽇から２⽉１３⽇までの⾏事予定 
⾏ 事 名          時 間   場 所 

１⽉２５⽇（⽕） 移動献⾎⾞来町       １０︓００〜 町内２か所 
 ２⽉ ２⽇（⽉） ５歳児相談会        １３︓００〜 ふれあい 

７⽇（⽉） のぞみ会          １３︓００〜 ふれあい 
９⽇（⽔） 乳幼児健診         １１︓００〜 ふれあい 

                    
※新型コロナウイルス感染予防のため中⽌、延期される場合がございます。 

「北方領土の日」特別啓発期間です 


